
✿問合せ先

こども課こども家庭センター健やか育児支援係（乙次２６－２豊浦地区公民館内）
おとじ

電話０２５４―２８―０４１５

市が委託した医療機関等で宿泊や日帰りのケア、または自宅で助産師の家庭訪

問によるケアを受けることができます。お母さんの心身のケアや育児サポート

等を行います。利用料金の一部を市が負担します。

✿対象者

出産後1年未満のお母さんとお子さんで、心身のケアや育児のサポートを必

要としている方。

※感染症に罹患した場合や入院が必要な場合は利用できません。

✿サービス種別・内容・市の負担額

✿利用申し込み ※利用したい日の10日前までに申請が必要です

市ホームページから電子申請してください。 新発田市産後ケア

もしくは、申請書を市に提出してください。

妊娠中の場合は、妊娠8か月以降に申請してください。

✿利用の決定

市は、利用決定の内容を記載した「新発田市産後ケア事業利用承認（不承認）

通知書」を等を郵送します。

【宿泊型・デイサービス型を利用する場合】

利用決定後に、裏面の希望する委託機関に予約をしてください。

【アウトリーチ型を利用する場合】

利用決定後に、担当助産師をお知らせしますので予約をしてください。訪問先

は新発田市内に限ります。

種別 宿泊型

（1泊2日は「2日」

とカウントします）

デイサービス型

（日帰り）

アウトリーチ型

（家庭訪問）

利用回数 7日まで 7回まで 7回まで

市の負担額

(助成額）

20,500円／日

※市民税非課税世

帯は 23,000／日

12,000円／回 11,500円／回

受けられる

ケアの内容

産後の母体、赤ちゃんのへの保健指導

授乳指導や乳房マッサージ

沐浴や授乳などの育児指導

※家事サービス、託児サービスではありません

新発田市産後ケア事業のご案内

スマホでかんたん申請！


